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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 10月 1日 (2007.10.1)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 請 求 項 １ 】
　 予 め 定 め ら れ 所 に シ ー ト 送 す る 搬 送 手 段 と 記 搬 送 手 段 を 駆 動 さ せ る 駆 動 手
段 を 具 備 す る シ ー ト 搬 送 装 置 に お け る シ ー ト 搬 法 に お い て 、 検 出 手 段 に よ り
、 前 記 駆 動 手 段 の 動 作 状 態 を 検 出 す る ス テ ッ プ と 、 判 定 手 段 に よ り 、 前 記 検 出 手

監 視 し 、 検 出 結 果 に 基 づ き 各 前 記 搬 送 手 段 の 動 作 状 態 を 判 定 す る ス テ ッ プ と を
有 す る こ と を 特 徴 と す る シ ー ト 搬 送 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 請 求 項 ２ 】
　 一 つ 以 上 の 経 路 を 有 し 、 予 め 定 め ら れ 所 に シ ー ト を 順 次 搬 送 す る 搬 送 手 段 と 記
搬 送 手 段 を 駆 動 さ せ る 駆 動 手 段 を 前 記 搬 送 手 段 の 適 宜 個 所 に
設 け ら れ た 検 知 手 段 と を 有 す る シ ー ト 搬 送 装 置 に お け る シ ー ト 搬 法 に お い て 、
（ ａ ） 前 記 駆 動 手 段 を 停 止 し 、 前 記 検 知 手 段 に よ り 、 前 記 搬 送 手 段 上 に 残 っ た シ ー ト を 検
知 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｂ ） 前 記 駆 動 手 段 を 作 動 さ せ 、 検 出 手 段 に よ り 、 各 前 記 駆 動 手 段 の 動 作 状 態 を 検 出
す る ス テ ッ プ と 、
（ ｃ ） 判 定 手 段 に よ り 、 前 記 検 出 手 段 の 検 出 を 監 視 し 、 結 果 に 基 づ き 、 各 前
記 搬 送 手 段 の 動 作 状 態 を 判 定 す る ス テ ッ プ と 、
（ ｄ ） 更 に 、 前 記 検 知 手 段 に よ り 、 各 前 記 搬 送 手 段 上 に シ ー ト を 検 知 す る ス テ ッ プ
と 、
（ ｅ ） 再 度 、 前 記 駆 動 手 段 を 作 動 さ せ 、 検 出 手 段 に よ り 、 各 前 記 駆 動 手 段 の 動 作 状 態
を 検 出 す る ス テ ッ プ と
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る シ ー ト 搬 送 方 法 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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　 　 　 【 ０ ０ ０ ５ 】 　
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】 　
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め 、 予 め 定 め ら れ 所 に シ ー ト 送 す る 搬 送 手 段 と 記 搬
送 手 段 を 駆 動 さ せ る 駆 動 手 段 を 具 備 す る シ ー ト 搬 送 装 置 に お け る シ ー ト 搬 法
に お い て 、 検 出 手 段 に よ り 、 前 記 駆 動 手 段 の 動 作 状 態 を 検 出 す る ス テ ッ プ と 、 判 定 手 段 に
よ り 、 前 記 検 出 手 監 視 し 、 検 出 結 果 に 基 づ き 各 前 記 搬 送 手 段 の 動 作 状
態 を 判 定 す る ス テ ッ プ と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 ０ ０ ０ ６ 】
　 ま た 、 一 つ 以 上 の 経 路 を 有 し 、 予 め 定 め ら れ 所 に シ ー ト を 順 次 搬 送 す る 搬 送 手 段 と

記 搬 送 手 段 を 駆 動 さ せ る 駆 動 手 段 を 前 記 搬 送 手 段 の 適 宜
個 所 に 設 け ら れ た 検 知 手 段 と を 有 す る シ ー ト 搬 送 装 置 に お け る シ ー ト 搬 法 に お い て 、
（ ａ ） 前 記 駆 動 手 段 を 停 止 し 、 前 記 検 知 手 段 に よ り 、 前 記 搬 送 手 段 上 に 残 っ た シ ー ト を 検
知 す る ス テ ッ プ と 、 （ ｂ ） 前 記 駆 動 手 段 を 作 動 さ せ 、 検 出 手 段 に よ り 、 各 前 記 駆 動 手
段 の 動 作 状 態 を 検 出 す る ス テ ッ プ と 、 （ ｃ ） 判 定 手 段 に よ り 、 前 記 検 出 手 段 の 検 出 を
監 視 し 、 結 果 に 基 づ き 、 各 前 記 搬 送 手 段 の 動 作 状 態 を 判 定 す る ス テ ッ プ と 、 （ ｄ
） 更 に 、 前 記 検 知 手 段 に よ り 、 各 前 記 搬 送 手 段 上 に 残 留 し た シ ー ト を 検 知 す る ス テ ッ プ と
、 （ ｅ ） 再 度 、 前 記 駆 動 手 段 を 作 動 さ せ 、 検 出 手 段 に よ り 、 各 前 記 駆 動 手 段 の 動 作 状
態 を 検 出 す る ス テ ッ プ と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。
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